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  はじめに 

 

 地域情報化をめぐる環境は、急速に変化しています。この変化に対

応するため、市の地域情報化は、「地域情報化方針《基本》」「地域情

報化方針《重点》」、「各部署の個別計画（情報化に関する部分）」の３

つから構成しています。 

「地域情報化方針《基本》」は、地域情報化を推進するにあたって

の基本的な考え方や推進体制等を述べています。「地域情報化方針

《重点》」は、社会変化や技術動向、まちづくりを考慮しつつ、市が

重点的に取り組む内容をまとめています。 

「地域情報化方針《重点》」は、社会変化や技術動向、事業進捗等

に合わせ年度ごとに見直しを行います。 
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1 

  方針の構成（重点部分の位置付け） 

 

 市の地域情報化は、「地域情報化方針《基本》」と「地域情報化方針

《重点》」、そして「各部署の個別計画」の３つから構成しています。 

 本資料には、地域情報化を効果的に推進させるための優先して取

り組むべき「重点取組」がまとめられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西東京市地域情報化方針《重点》 
 本 資 料

書 

 
第２次 

総合計画 

西東京市地域情報化方針《基本》 

各部署の個別計画 

（情報化に関する部分） 
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2 

   取組の重点化 

 

 地域情報化で重点的に取り組む事業については、「国・都の情報政

策」、「技術動向」、「まちづくり」の３つの分野から検討します。 

 「国・都の情報政策」では、情報化に関して国や都が公表する法令、

方針、指針、戦略を基に、これらの情報政策に対応した取組を検討し

ます。「技術動向」では、ICT 分野における新しい技術についての事

例等を検討します。「まちづくり」では、まちづくりを進めるに当た

っての地域課題の解決に向けた情報化を検討します。 

 これら３つと、新型コロナウイルス感染症拡大による社会・価値観

の変容等による変化を総合的に検討し、デジタル化への迅速な推進

を踏まえ、重点取組として導き出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

優先して取り組むべき課題 

重点取組 

   

技術動向 国・都の 
情報政策 

まちづくり 

国･都 技 ま 

デジタル化への迅速な推進（加速） 
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国・都の情報政策 

 

 国の情報化に関係する情報政策は、法令、方針、指針、戦略として公表

されています。地方公共団体は、国が定めた情報政策を踏まえ、地域情報

化に取り組むことが求められています。 

   

 

 

 「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画（IT

新戦略）」（2020 年７月改定）では、新型コロナウイルス感染症対策で見

えてきた課題や価値観の変容等を踏まえ、デジタル強靭化社会の実現に

向けて情報政策の基本的な枠組みが見直されました。 

＜喫緊に取り組むべき事項＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の主な情報政策 

国 

基本的な考え方 国民が安全で安心して暮らせ、豊かさを実感できる強
靭なデジタル社会の実現 

デジタル強靭化社会を先導する、社会実装 

国民の生命を守り経済を再生するための、データ利活用 

接触機会を減らし利便性を向上させるための、デジタル・ガバメント 

デジタル強靭化に向けた、社会基盤の整備/規制のリデザイン 

世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画《IT 新戦略》  

～２0２0 年７月改定～ 

全 
 

体 
 

像 

 

○ 遠隔・分散に対応した制度・慣行の見直し 
○ しなやかなデジタル社会の基盤としてのマイナンバー制度 
○ 国と地方を通じたデジタル基盤の構築 
○ 防災×テクノロジー 
○ データの基盤整備と積極活用 
   ∟ ニュー・ノーマルに向けたデジタル戦略 
   ∟ 学習データ等の活用 
   ∟ 健康・医療関連データの活用 
○ 縦割りを打破するトータルデザイン 
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＜取組の方向性＞               

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 国は、新型コロナウイルス感染症の拡大により浮き彫りとなった課題・

リスク・取組の遅れを受け、国民の生命・生活・雇用・事業を守り抜き、

ポストコロナ時代の新しい未来としての「新しい日常」を通じた「質」の

高い経済社会の実現を目指し、10 年かかる変革を一気に進めるため、「デ

ジタル化への集中投資・実装とその環境整備」を柱の１つとして位置づけ、

取組を４つ掲げています。 

 

 

 

 
 
 
 

 

 国は、令和３年度に重点分野として積極的に取り組むべき施策「デジタ

ル変革を通じた新しい地域と社会の構築（総務省重点施策 2021）」を策

定しました。 

 

 

 

 

国 

１ デジタル変革の加速による「新たな日常」の構築 

２ ポストコロナの社会に向けた地方回帰支援 

３ 防災・減災、国土強靭化の推進 

４ 経済・社会を支える地方行財政基盤の確保 

５ 持続可能な社会基盤の確保 

 

 

 

 

 

 

デジタル変革を通じた新しい地域と社会の構築（総務省重点施策 2021） 

～2020 年９月策定～～ 

経済財政運営と改革の基本方針 2020《骨太の方針》 ～2020 年７月策定～ 

１ 次世代型行政サービスの強力な推進 

２ デジタル・トランスフォーメーションの推進 

３ 新しい働き方・暮らし方（少子化対策・女性活躍等） 

４ 変化を加速するための制度・慣行の見直し（書面・押印・対面主義からの脱却等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔全体〕情報通信技術を活用した新型コロナウイルス感染症対策に係る取組 
 
Ⅰ.デジタル強靭化 
●働き方改革（テレワーク） ●学び改革（オンライン教育） 
●くらし改革               ●「防災×テクノロジー」による災害対応 
●社会基盤の整備           ●規制のリデザイン 

 
Ⅱ.デジタル強靭化社会を先導する社会実装 
Ⅲ.国民の生命を守り経済を再生するための、データ利活用 
Ⅳ.接触機会を減らし利便性を向上させるための、デジタル・ガバメント 
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 2018 年１月に初版が策定されましたが、その後の取組の進展や、新型

コロナウイルス感染症への対応で明らかになった課題を踏まえ、改定さ

れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「デジタル・ガバメント実行計画」の各施策のうち、自治体が取り組む

べき事項・内容について示し、デジタル社会の構築に向けた取組を全自治

体において、全庁的・横断的な推進体制により、着実に進めていくことを

目的としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国 

自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画 

～2020 年 12 月策定～ 

（計画期間：2021.１～2026.３） 

  

デジタル・ガバメント実行計画～2020 年 12 月改定～ 

（計画期間：2021.１～2026.３） 

１ サービスデザイン・業務改革（BPR）の徹底 

２ 国・地方デジタル化指針 

３ デジタル・ガバメント実現のための基盤の整備 

４ 一元的なプロジェクト管理の強化等 

５ 行政手続のデジタル化、ワンストップサービス推進等 

６ デジタルデバイド対策・広報等の実施 

７ 地方公共団体におけるデジタル・ガバメントの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【自治体が取り組むべき事項・内容】 

○ 重点取組事項 ○ 自治体 DX の取組とあわせて取り組むべき事項 

１ 自治体の情報システムの標準化・共通化 １ 地域社会のデジタル化 

２ マイナンバーカードの普及促進 ２ デジタルデバイド対策 

３ 自治体の行政手続のオンライン化  

４ 自治体の AI・RPA の利用推進 ○ その他 

５ テレワークの推進 １ BPR の取組の徹底 

６ セキュリティ対策の徹底 ２ オープンデータの推進 

  ３ 官民データ活用推進計画策定の推進 
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 国は 2021 年秋頃に、複数の省庁にまたがるデジタル化に関する施策

を一元化し、スピード感を持ってデジタル化を進めるために、「デジタル

庁」を新設する方針です。現時点では、デジタル庁が取り組むこととして、

７つの業務内容が挙げられています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

デジタル庁の新設  

１ 国の情報システムを整備・管理     ５ データの利活用 

２ 地方自治体のデジタル基盤を整備    ６ サイバーセキュリティーの実現 

３ マイナンバー制度の企画・立案     ７ デジタル人材の確保 

４ 民間などのデジタル化を支援 

ティーの実現 

７ デジタル人材の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国  
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東京都の情報化に関する計画は、東京都 ICT*戦略（2017 年 12 月策

定）があります。この戦略では、基本的な考え方として４つの柱を掲げ、

「2020 年に向けた実行プラン」で示す「セーフシティ」「ダイバーシテ

ィ」「スマートシティ」の３つのシティごとに、ICT を活用した施策展開

が示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都は 2020 年度をデジタル変革に着手する「スマート東京元年」と位置

付け、2020 年２月に「スマート東京実施戦略」を策定しました。 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

柱２ データを活用する 

柱 4 民間における ICT 活用を後押しし、生産性向上・新価値創造を図り、東京・

日本の成長につなげる 

柱１ 都市機能を高めるに当たって、ICT を活用する 

柱３ 

１ 「電波の道」で「つながる東京」（TOKYO Data Highway） 

戦略ビジョン：「電波の道」で、いつでも、誰でも、どこでも「つながる東京」を実現する 

●東京２0２0 大会に訪れる人に、「つながる東京」の環境を提供 

●「つながる東京」に向けた、都保有アセットの積極的な開放 

２ 公共施設や都民サービスのデジタルシフト（街の DX） 

戦略ビジョン：データ共有と活用の仕組みをつくり、行政サービスの質を向上させる 

●災害対応力の強化   ●TOKYO スマート・スクール・プロジェクト 

●スマート東京先行実施エリアの整備     ●デジタルツインの推進 

３ 都庁のデジタルシフト（都庁の DX） 

戦略ビジョン：都庁のデジタル・トランスフォーメーションを強力に進める 

●働き方改革に資するシステム環境の改善 

ICT を活用し、官民連携で行政課題を解決する仕組みを構築する 

基本的な考え方 

東京都の主な情報政策 

「スマート東京実施戦略」（2020年２月） 

～東京版Society5.0の実現に向けて～ 

 

都 
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技術動向 

 

ICT*分野では新しい技術が次々に開発されています。すでに実用化さ

れて社会への普及が始まっている技術もあります。多くの技術がある中

でも、他の自治体で導入され市民生活や行政サービスにおいて効果を出

している技術については、市としても優先した検討を行う必要がありま

す。また、併せて、地域情報化への貢献が期待できる技術の導入について

も検討していきます。 

 

次の技術は、既に他の自治体において実用化が図られていて、効果が期

待されており、取り組むべき技術となります。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ RPA* 

２ 公衆無線 LAN（Wi-Fi）* 

３ オープンデータ* 

４ マイナンバーカード 

５ デジタルサイネージ* 

６ ソーシャルメディア*、LINE* 

７ チャットボット*、ビジネスチャット 

８ 自治体クラウド* 

９ WEB 会議システム 

10 テレワーク 

11 キャッシュレス決済 

技 

 



                           西東京市地域情報化方針《重点》 

9 

まちづくり 

 市の目指す理想のまちを実現させるためには、解決すべき様々な地域

課題に取り組む必要があります。それらの中には、情報化によって、より

効果的な解決支援が期待できるものがあります。まちづくりのための課

題解決に貢献することも、地域情報化が果たすべき役割となります。 

 

 市は基本構想において、基本理念を踏まえて４つの理想のまち〔将来

像〕を掲げています。基本構想の計画期間（10 年間）を見据え、市を取

り巻く環境や今後の変化を踏まえたまちづくりの課題を整理しています。 

 併せて、まちづくりの課題を解決するため、６つのまちづくりの方向を

位置付けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

ま 

１ 地域コミュニティの再構築           ５ 都市基盤整備と防災・防犯対策の推進 

２ 地域の自立と行財政改革の推進         ６ 産業の振興と地域経済の活性化 

３ 少子高齢化への対応と協働によるまちづくり   ７ まちの魅力の向上と内外へのアピール 

４ みどりの保全と低炭素社会づくりの推進 

出典：西東京市第２次総合計画・後期基本計画 

 

まちづくりの課題 

６つのまちづくりの方向 

みんなでつくるまちづくり    環境にやさしいまちづくり 

 

創造性の育つまちづくり     安全で快適に暮らすまちづくり 

 

笑顔で暮らすまちづくり     活力と魅力あるまちづくり 

 



                           西東京市地域情報化方針《重点》 

10 

第２次総合計画・後期基本計画では、施策実現のために主要事務事業を

示しています。それらの主要事務事業の中で情報化に関する取組は次のよ

うになります。 

 

 

 

  方向性 施  策 取    組 

みんなでつくる

まちづくり 

み３-１ 

開かれた市政の推進 

●ホームページの充実 

●行政関連情報の運営管理 

●AI*や IoT*を活用した行政サービスの推進 

●新たな技術やサービスの導入 

●公衆無線 LAN（Wi-Fi）*環境の充実 

●統計データの活用に向けた調査・研究 

●個人番号制度の運用 

●オープンデータ*の取組推進 

創造性の育つ 

まちづくり 

創２-１ 

生涯学習環境の充実と 

主体的な学びの促進 

●生涯学習情報の整備・活用 

笑顔で暮らす 

まちづくり 

笑２-１ 

健康づくりの推進 
●健康情報普及サイト事業の実施 

環境にやさしい

まちづくり 

環２-１ 

地球温暖化対策の推進 
●環境情報の提供及び環境学習の実施 

安全で快適に暮

らすまちづくり 

安２-１ 

災害や地域の危機に強い 

まちづくりの推進 

●緊急情報ネットワークの運用、整備 

活力と魅力ある

まちづくり 

活２-１ 

まちの魅力の創造 

●まちの魅力向上事業の推進 

●駅前情報発信拠点の活用・情報発信の充実 

 

出典：西東京市第２次総合計画・後期基本計画 

 

 

  

総合計画の地域情報化に関する取組 
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 重点取組の整理 

 国・都の情報政策、技術動向、まちづくりで示された内容を考慮し、地域情報化方針の重

点取組を次のように整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

国・都の情報政策 

＜自治体 DX 推進計画＞ 

① 自治体の情報システムの標準化・共通化 

② マイナンバーカードの普及促進 

③ 自治体の行政手続のオンライン化 

④ 自治体の AI*・RPA*の利用推進 

⑤ テレワークの推進 

⑥ セキュリティ対策の徹底 

⑦ 地域社会のデジタル化 

⑧ デジタルデバイド対策 

⑨ BPR*の取組の徹底 

⑩ オープンデータ*の推進 

＜総務省重点施策 2021＞ 

⑪ 防災・減災、国土強靭化の推進 

＜IT 新戦略＞ 

⑫ 学び改革（オンライン教育） 

＜デジタル庁の新設＞ 

⑬ デジタル人材の確保 

 

 

 

 

技術動向 

① RPA の導入 

② 公衆無線 LAN（Wi-Fi）*の整備 

③ オープンデータ*の促進 

④ マイナンバーカードの活用 

⑤ デジタルサイネージ*の活用 

⑥ ソーシャルメディア*、LINE* 

⑦ チャットボット*、ビジネスチャット 

⑧ 自治体クラウド 

⑨ WEB 会議システム 

⑩ テレワーク 

⑪ キャッシュレス決済 

 

 

 

 

まちづくり 

① ホームページの充実 

② 行政関連情報の運営管理 

③ AI*や IoT*を活用した行政サービスについての調査・研究 

④ 新たな技術やサービスの導入 

⑤ 公衆無線 LAN（Wi-Fi）*環境の充実 

⑥ 統計データの活用に向けた調査・研究 

⑦ 個人番号制度の運用 

⑧ オープンデータ*の取組推進 

⑨ 駅前情報発信拠点づくりの検討  

 技 

 国･都 

 
ま 
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事　　　　　項 重点取組の整理

書面、押印、対面を前提とした制度・慣行の見直し（業務改革

BPR）
国・都-⑨

マイナンバーカードの普及促進 国・都-②

利用者目線に立ったデジタル化、オンライン化、ワンストップサー

ビスの推進
国・都-③

ホームページでの情報発信の充実や双方向による情報共有のための

新たなツールの検討（LINE、AIチャットボット等）
技-⑥・⑦

窓口等での手続がスムーズに行えるシステムの導入（「書かない窓

口」等）

国・都-②・⑦・

⑨

身近な相談窓口等の検討（「バーチャル窓口」等）
国・都-⑦・⑧、

技-⑨、ま-①

 

デジタル化の加速 
 

 新型コロナウイルス感染症拡大による社会・価値観の変容、国の

示す情報政策の全面的な見直し等を受け、市は今まで以上にデジタ

ル化・オンライン化等を加速させる必要があります。 

国が示す、「デジタル・トランスフォーメーション（誰もがデジ

タル化の恩恵を受けられる社会の構築）」を迅速に推進するため、

現状の課題等を整理し、方向性と取り組むべき事項を地域情報化方

針≪基本≫で示した３つの視点から整理しています。 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

視点１ 暮らし（市民）の情報化 

取り組むべき事項 

課題等 方向性

時間や場所を選ばずに利用できる

行政サービスの提供

　処理件数が多く市民にとっての利便性の向上や

業務の効率化効果が高い手続について、優先的に

オンライン化を進める。

デジタルデバイド対策

　知識やスキルが十分でない利用者に対する助

言・相談等の充実や、デジタル活用環境の充実、

デジタル化に向けた取組を進める。
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事　　　　　項 重点取組の整理

キャッシュレス決済等の促進検討
国・都-⑦

技-⑪

地域BWA活用の検討 国・都-⑦

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題等 方向性 

地域経済の活性化 
 地域経済の活性化のためのデジタル化を進め

る。 

地域の魅力の発信 
 ICT の活用によるまち歩き等の情報発信を進め

る。 

視点２ 地域経済（事業者）の情報化 

視点３ 行政（自治体）の情報化 

取り組むべき事項 

 

課題等 方向性

システムの標準化
　自治体の情報システムにおける標準化・共通化

を進める。

働き方改革への対応
　テレワークやWEB会議、電子決裁等の活用に向

けて、ICTシステムの充実を進める。

業務の継続性の確保
　分散勤務への対応や災害時における業務継続体

制（BCP）の構築を進める。

セキュリティ対策の強化
　業務の利便性・効率性の向上とともに、情報セ

キュリティ対策の強化を進める。

　庁内や自治体間での迅速なコミュニケーション

ツールの検討を進める。

　デジタル人材の育成や先進自治体への視察等の

実施

実証実験の実施
　導入効果等を検討した上で導入実行に移せる体

制づくりを進める。

学び改革（オンライン教育）
　小中学校におけるオンライン教育の充実を進

め、サポート体制を充実させる。

職員間の迅速な情報共有の充実
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事     項 重点取組の整理 

国の策定する標準仕様に基づく業務プロセスの見直し（BPR） 国・都-⑨ 

デジタル人材の育成や先進事例等の導入実行に向けた実証実験等の

実施 

国・都-⑬ 

ま-⑥ 

社会経済の変化（業務継続含む）に対応したシステムの活用 

（電子決裁、テレワーク、ペーパーレス会議、WEB 会議、WEB

研修、キャッシュレス決済、AI・RPA 等） 

国・都-④・⑤ 

技-①・⑨・⑩ 

新たなガイドライン等を踏まえた情報セキュリティポリシーの見直

し 
国・都-⑥ 

チャット機能等を活用した庁内や自治体間での迅速なコミュニケー

ションツールの検討 
技-⑦ 

業務に関する知識やノウハウを蓄積するためのナレッジデータベー

スの構築やスピーディな情報共有の検討 
国・都-⑨ 

小中学校におけるオンライン教育や学校のサポート体制等の充実 国・都-⑫ 

取り組むべき事項 
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自治体 DX への対応 

 

国は、「自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進

計画（令和２年 12 月 25 日閣議決定）」を策定し、計画の対象期間

を令和３年（2021 年）１月から令和８年（2026 年）３月までとし

て、自治体が重点的に取り組むべき事項・内容を具体化しました。 

市は、自らが担う行政サービスについて、デジタル技術やデータ

等を活用して市民の利便性を向上させるとともに、デジタル技術や

AI 等の活用により業務の効率化を図り、限りある人的資源を行政サ

ービスのさらなる向上に繋げていく必要があります。 

特に、「情報システムの標準化・共通化」、「行政手続のオンライ

ン化」に向けてたスケジュールでは、業務改革（BPR）を含めた検

討を行い、推進体制を構築するなど、着実な取組が求められていま

す。 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方自治体情報システムの標準化・共通化、 
行政手続きのオンライン化に向けたスケジュール 

※参考：自治体ＤＸ推進計画（令和２年 12 月 25 日閣議決定）を基に作成 
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 実証実験等の実施 

 

地域課題の解決や地域における新たな価値の創出、市民の利便性

向上や事務執行の効率化のためには、システム導入時における公民

連携による実証実験は重要なツールとなります。 

民間企業の製品・技術・ソリューションなどを導入する際には、

本格導入、本格稼働に向けて双方が検討を重ねた上で、課題や解決

方法を共同で模索・検証する仕組みづくりが必要となります。 

 

          

 

地域課題の解決に向けた新たなシステムの導入や市の基幹システ

ムの入替え、各課が導入している個別システム等について、システ

ム導入の際には、無償トライアル等を活用した実証実験を行い、検

証していきます。 

市全体を実証実験のフィールドにする大規模な実験や、各部署ご

との小規模な実験など、規模は様々ありますが、システム導入に当

たっては、一定の検証をしつつ、操作性や費用対効果などを踏ま

え、検証していきます。 

また、実証実験の中で効果の分析を行い、必要な機能について

は、カスタマイズをするのではなく標準パッケージの中に実装する

等、無償トライアルであれば費用をかけずに実施できるため、実証

実験を有効的かつ効果的に活用していきます。 

 

 

 

 

 

 

                         

実証実験等の実施 

西東京市 実証実験 × 
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 デジタル人材の育成と活用 

 急速に進展するデジタル技術を活用しつつ、市民満足の向上を目

指すには、国が示す、「デジタル・トランスフォーメーション（誰も

がデジタル化の恩恵を受けられる社会の構築）」を推進する必要があ

ります。 

一方で、優れたデジタル技術が存在していても、技術を使いこな

せる「ヒト」が最も重要です。システムの理解とともに、業務間で

の連携や効率化、市民の利便性向上や情報の共有化などを検討し、

具体化できる人材（デジタル人材）を育成する必要があります。 

 

 

 新しい技術を導入して組織全体で積極的に活用を進めるためには、

職員が最新の技術動向等を把握し、市民サービスや業務の改善につ

ながる施策を企画立案できる能力が必要となります。 

そのため、専門部署だけではなく、全職員が研修等を通じてスキル

アップできる仕組みや各課の情報化推進員を中心とした職員同士で

の情報共有や外部研修会等への参加などを通じ ICT スキルの向上を

図り、人材の育成を進めます。 

 

          

市は、「西東京市情報セキュリティポリシー」に基づき、情報セキ

ュリティの向上に取り組んできました。今後は、行政手続のオンラ

イン化やテレワークの実施等により、これまで以上に対策が必要と

なります。 

そのため、技術的セキュリティ対策とともに、情報セキュリティ

に関する WEB 研修の実施や WEB 講習会への参加を推進し、職員

のセキュリティ意識の向上を図ります。 

 

 

情報セキュリティ対策 

ICT スキルの向上 
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 分科会等の設置による組織横断的な検討 

 
国が検討しているデジタル庁は、省庁横断的な対応を図るととも

に、短期間で国・地方のデジタル化を進めようとしています。 

市においても、デジタル化推進検討部会の下部組織として、「デジ

タル化推進検討部会分科会」を立ち上げ、庁内における組織横断的

な検討体制を構築し、市のデジタル化の取組を推進していきます。 

 

 

          

西東京市情報化推進本部設置要綱第８の規定により、各課から選

任した情報化推進員を部員とした、「デジタル化推進検討部会分科

会」を部会の下部組織として設置します。 

 

 

 デジタル化推進検討部会分科会（情報化推進員）で行った検討内容

や検討結果については、デジタル化推進検討部会に報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

デジタル化推進検討部会分科会の設置 

 
検討体制 

デジタル化推進検討部会 

分科会（情報化推進員） 

デジタル化推進検討部会 

報 告 

（部会） 

（分科会） 組織横断的な検討 

・先進事例の調査研究 

・デジタル化に関する情報共有 

・業務の見直しなどの検討 

・実証実験等の実施についての検討 

・先進自治体等の視察 

・先進自治体の視察 

・先進自治体の視察 
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  重点取組の段階と目標 

 

 重点取組としたそれぞれの事業には段階があります。毎年の取組

状況を分かりやすく示すため、「調査研究」、「適用検討」、「導入実行」

の３つの段階で進捗を図ります。 

 

１ 調査研究 

 技術動向や他の自治体での先行事例を調査します。この調査によ

って現状等の把握に努めます。 
 

２ 適用検討 

 

 

 

 

「導入実行」の段階となった取組は、導入による効果を示すため、

具体的な目標値を KPI*として定めます。「適用検討」「調査研究」の

段階にある取組は、毎年度の見直しによって、次の段階に進めるか否

かを検討します。PDCA*サイクルに基づき毎年度の到達状況を確認

し、取組内容や目標値（KPI*）を検証し、見直していきます。 

 

 導入に向けて実現可能性を検討します。実証実験やテスト運用等

を試行することもあります。適用業務や適用範囲、費用、効果などに

ついて具体的に検討します。 
 

３ 導入実行 

 所管部署は導入時期、必要な予算措置、実行における目標等を定め

ます。また、導入後の運用時においては、社会の変化や技術動向、ま

ちづくりの方向等を考慮して、適時見直しや改善等を図ります。 
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No 

国
・
都 

情
報
政
策 

技
術
動
向 

ま
ち
づ
く
り 

（
総
合
計
画
） 

第２次総合計画 

「６つのまちづくりの方向」 

重 点 取 組 

所 管 課 

取 組 状 況 

成 果 指 標 

これまでの 

取組・検討状況 

（令和３年２月末時点） 

目 標 

調査 

研究 

適用 

検討 

導入 

実行 
令和３年度 令和５年度 

 概 要 

１ ② 

 

 

 

【み】みんなでつくるまちづくり 
マイナンバーカードの普及

促進 

行政サービスの利便性向上を図るた

め、マイナンバーカードの交付促進

を行います。 

市民課 
   

マイナンバーカ

ードの交付枚数 
69,474枚 86,837枚 

市民への広報及び土曜・夜間窓口、出張

窓口での受付・交付等を実施します。ま

た、国のマイナポイントによる消費活性

化策のサービスが受けられるよう、マイ

キーID設定支援を行います。 

205,125枚 

２ ③ 

 

 

 【み】みんなでつくるまちづくり 

【創】創造性の育つまちづくり 

【笑】笑顔で暮らすまちづくり 

【安】安全で快適に暮らすまちづくり 

行政手続のオンライン化 

西東京市行政手続等における情報通

信の技術の利用に関する条例第７条

による行政手続きのオンライン化を

推進します。 

情報推進課 
   

オンライン化し

た行政手続数 
14件 15件 

行政手続のオンライン化、ワンストップ

サービスを進めます。 
34件 

３ ⑩ ③ ⑧ 【み】みんなでつくるまちづくり オープンデータの活用促進 

官民協働による公共サービスの提供

や改善などの課題解決等に資するた

め、データのオープン化を進めま

す。 

情報推進課 
   

オープンデータ

化した行政情報

数 

６ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ ６ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ 
東京都のオープンデータ専用サイトを活

用し、データのオープン化を進めます。 
14 ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ 

４ ⑪ ② ⑤ 
【み】みんなでつくるまちづくり 

【安】安全で快適に暮らすまちづくり 
公衆無線 LAN環境の充実 

急速に普及するスマートフォン等の

端末を、行政情報や災害対策など、

今後のまちづくりの重要なインフラ

として活用できるよう、公衆無線 LAN

環境の充実を図ります。 

情報推進課 
   

公衆無線 LAN設

置箇所数 
５拠点 ５拠点 

地域におけるインフラ整備の充実ととも

に、災害対策等の活用について検討を行

い、拠点の増設を進めます。 

20拠点 

５ ⑦ 
 

⑨ 

【活】活力と魅力あるまちづくり 

駅前情報発信拠点の活用 

市内外に向けて地域の魅力を発信す

るため、市内主要駅や駅周辺におけ

る情報発信拠点活用を推進するとと

もに、デジタルサイネージ等の活用

によるプロモーション機能の充実を

図ります。 

企画政策課 

情報推進課 

秘書広報課 

   

駅前情報発信拠

点での情報発信

数 

180件 250件 
駅前情報発信拠点で整備された LEDビジ

ョンを活用し、行政情報を発信します。 

250件 

（令和３年度） 

６ ⑦ ⑤  デジタルサイネージの活用 
   

駅前情報発信拠

点内での情報取

得数 

1,478件 4,500件 

駅前情報発信プロジェクト事業拠点内に

設置したデジタルサイネージで行政情報

を発信します。 

4,500件 

（令和３年度） 

７   ① 【み】みんなでつくるまちづくり ホームページの充実 

インターネットの特性を生かした行

政サービスを提供するため、地域と

行政を結ぶ電子窓口となるウェブサ

イトの運営を推進します。 

秘書広報課 
   

ホームページの

閲覧数（単年度） 
26,935,840件 22,143,3542件 

ホームページの更新とともに、効果的な

情報発信や双方向による情報共有のため

の新たなツールの検討をします。 

21,123,000件 

８ ⑥   【み】みんなでつくるまちづくり セキュリティ対策の強化 

業務の利便性・効率性の向上ととも

に、情報セキュリティ対策の強化を

進めます。 

情報推進課 
   

ポリシー及び手

順書の見直し件

数 

― 12件 

新たなガイドライン等を踏まえた情報セ

キュリティポリシーの見直し及び改善を

実施します。 

12件 

（令和３年度） 

９ ⑫   【創】創造性の育つまちづくり 
学び改革（オンライン教

育） 

小中学校におけるオンライン教育等

の充実を進めます。 
教育指導課 

   
利用可能なコン

テンツ数 
３件 ５件 

小中学校におけるオンライン教育等の充

実を図ります。 
10件 

10 ⑨  
 

【み】みんなでつくるまちづくり 電子決裁の推進 

決裁業務を電子化することで、効率

的な業務の遂行やペーパーレス、テ

レワークの充実を推進します。 

総務課 

情報推進課    
― ― 

庁内の意思決定手続における押印の省略を検討し、決裁業務

の電子化を進めるための環境整備を行います。 
― 

11 
⑤

⑨ 

⑨ 

⑩ 
 【み】みんなでつくるまちづくり 業務改革 BPRの実施 

テレワークや WEB会議の推進ととも

に、押印、対面を前提とした制度・

慣行の見直しにより業務改革を実施

します。 

情報推進課 

総務課 

企画政策課 
   

― ― 
各種手続における押印の見直しを行います。また、テレワー

ク及び WEB会議の環境整備を実施します。 
－ 

12 ⑬   【み】みんなでつくるまちづくり デジタル人材の育成と活用 

職員全体の情報セキュリティに関す

る意識の底上げを図るとともに、先

進事例等の適用に向けた実証実験等

の実施により職員の ICTスキルの向

上を図ります 

情報推進課 
   

― ― 
分科会等で育成や活用の方法を検討します。また、研修等

の受講により必要な知識の向上を図ります。 
－ 

重点取組一覧 
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No 

国
・
都 

情
報
政
策 

技
術
動
向 

ま
ち
づ
く
り 

（
総
合
計
画
） 

第２次総合計画 

「６つのまちづくりの方向」 

重 点 取 組 

所 管 課 

取 組 状 況 

成 果 指 標 

これまでの 

取組・検討状況 

（令和３年２月末時点） 

目 標 

調査 

研究 

適用 

検討 

導入 

実行 
令和３年度 令和５年度 

 概 要 

13 ④ ① ③ 【み】みんなでつくるまちづくり 
AI・RPA等を活用した業務 

効率化 

AIや RPA、ペーパーレス会議などの新

たな技術やサービスを検討し、先進技

術の導入による業務の効率化を進め

ます。 

情報推進課 

企画政策課 

関係所管課 
   

― 

・実証実験等の実施 

・説明会、セミナー等

への参加 

効果的な導入に向けて実証実験等を検討していきます。 － 

14 ① ⑧ ② 【み】みんなでつくるまちづくり 

自治体クラウドの導入 

（自治体の情報システムの

標準化・共通化） 

基幹システムを複数の自治体でクラ

ウド運用をすることにより、行政サー

ビスの向上やコスト削減を目指しま

す。 

情報推進課 
   

－ 
・説明会、セミナー等

への参加 

統合情報システムの更新に合わせて、他自治体の導入実績

を参考に、自治体クラウド（システム共同利用）の検討を

行います。 

－ 

15  ⑥ 

 【み】みんなでつくるまちづくり 

【笑】笑顔で暮らすまちづくり 

【環】環境にやさしいまちづくり 

【安】安全で快適に暮らすまちづくり 

ソーシャルメディア、LINE

等の活用 

現在活用しているソーシャルメディ

ア等による情報発信の充実と併せ、最

新技術等による効果的な情報発信に

ついて検討します。 

秘書広報課 
   

― 

・説明会、セミナー等

への参加 

・庁内関係部署によ

る検討 

現在のソーシャルメディア等の活用に加え、広報、健康福

祉、防災等の分野において、他自治体の導入事例を参考

に、効果的な情報発信について調査・研究を行います。 

－ 

16 

②

⑦ 

⑨ 

  【み】みんなでつくるまちづくり 
窓口業務の利便性向上の検

討（手続） 

マイナンバーカードを活用した「書

かない窓口」や行政手続きのオンラ

イン化など、窓口サービスの利便性

向上を検討します。 

市民課 
   

― 
・庁内関係部署によ

る検討 

基幹業務窓口における民間活力の活用や ICTの活用など、

効果的・効率的な窓口体制の構築に向けた検討を行いま

す。 

－ 

17 ⑦ ⑪ 

 

【活】活力と魅力あるまちづくり 
キャッシュレス決済等の促

進検討 

利用者及び事業者相互の非接触決済

の普及と利便性の向上、地域経済の

活性化のためのデジタル化を進め

る。 

産業振興課 
   

― 
・庁内関係部署によ

る検討 

ポイント還元を行うキャンペーン等を検討し、キャッシュ

レス決済の利用促進を図ります。 
－ 

18 ⑧   【み】みんなでつくるまちづくり デジタルデバイド対策 

知識やスキルが十分でない利用者に

対する助言・相談等の充実や、デジ

タル活用環境の充実、デジタル化に

向けた取組を進めます。 

秘書広報課 

情報推進課    
― 

・説明会、セミナー等

への参加 

他自治体における導入事例等を参考に、調査・研究を行い

ます。 
－ 

19 
⑦ 

⑧ 
⑨  【み】みんなでつくるまちづくり 身近な相談窓口等の検討 

ICTを活用した身近な場所での手続等

の窓口設置について検討します。 
関係所管課 

   
― 

・説明会、セミナー等

への参加 

他自治体における導入事例等を参考に、調査・研究を行い

ます。 
－ 

20 ⑦   
【み】みんなでつくるまちづくり 

【安】安全で快適に暮らすまちづくり 
地域 BWA活用の検討 

高速無線通信の整備（通信サービス

の提供）により行政サービスや地域

社会の利便性向上を検討します。 

企画政策課 

情報推進課    
― 

・説明会、セミナー等

への参加 

他自治体における導入事例等を参考に、調査・研究を行い

ます。 
－ 

21 ⑬   【み】みんなでつくるまちづくり 
実証実験等への積極的な参

加 

新たな ICTツールの導入の検討におい

ては、システム提供事業者と調整し、

導入前に効果検証等ができる仕組み

を検討します。 

情報推進課 

関係所管課    
― 

・説明会、セミナー等

への参加 

他自治体における導入事例等を参考に、調査・研究を行い

ます。 
－ 

22 

 

 

  

⑥ 【み】みんなでつくるまちづくり 
統計データの活用に向けた

調査・研究 

様々な情報分析の方法等について、

既存のツールや先進事例などを踏ま

え調査研究を行い、行政における統

計データの利活用を図ります。 

総務課 
   

－ 
・説明会、セミナー等

への参加 

説明会やセミナー等へ参加し、令和３年度の庁内の意見集

約を目指して統計データを活用する業務の調査・研究を行

います。 

－ 

23 

 

④ ⑦ 【み】みんなでつくるまちづくり 
マイナンバーカードの活用

（市独自利用） 

マイナンバーカードの普及促進と併

せ、行政サービスの利便性向上を検

討します。 

市民課 

情報推進課 

企画政策課 
   

－ 

・説明会、セミナー等

への参加 

・庁内関係部署によ

る検討 

他自治体における導入事例等を参考に、調査・研究を行い

ます。 
－ 

24 

 

⑦ ④ 【み】みんなでつくるまちづくり 
新たな技術やサービスの導

入 

新たな技術やサービスの導入によ

り、急速に進展する情報通信技術

（ICT）を行政サービスの利便性向上

や業務効率化に活用します。 

情報推進課 

企画政策課    
－ 

・説明会、セミナー等

への参加 

チャットボットやビジネスチャット等の新たな技術やサー

ビス、ナレッジデータベースの構築等について、他自治体の

導入事例や、情報政策専門員の意見を参考にして、調査・研

究を行います。 

－ 

重点取組一覧 
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  参考資料 

国の情報政策 

● 行政情報化推進基本計画（平成６年 12 月 25 日） 

● 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（平成 12 年法律第 144 号） 

● 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（行政手続オンライン化法）（平成

14 年法律第 151 号） 

● 電子自治体オンライン利用促進指針（平成 18 年７月 28 日） 

● 新電子自治体推進指針（平成 19 年３月 20 日） 

● 電子行政オープンデータ戦略（平成 24 年７月４日） 

● 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（マイナンバ

ー法）（平成 25 年法律第 27 号） 

● 電子自治体の取組みを加速するための 10 の指針（平成 26 年３月 24 日） 

● スマート・ジャパン ICT 戦略（平成 26 年６月 20 日） 

● 官民データ活用推進基本法（平成 28 年法律第 103 号） 

● 世界最先端 IT 国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画（平成 29 年５月 30 日） 

● デジタル・ガバメント推進方針（平成 29 年５月 30 日） 

● オープンデータ基本指針（平成 29 年５月 30 日） 

● デジタル・ガバメント実行計画（平成 30 年１月 16 日、令和２年 12 月 25 日改訂） 

● 地方公共団体におけるオンライン利用促進指針（平成 30 年５月 31 日、令和２年３月

４日改訂） 

● 自治体戦略 2040 構想（平成 30 年７月） 

● 世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画（令和元年６月 14 日、

令和２年７月 17 日改訂） 

● 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の

簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律

等の一部を改正する法律（デジタル手続法）（令和元年法律第 16 号） 

● 経済財政運営と改革の基本方針 2020（骨太の方針）（令和２年７月 17 日） 

● デジタル変革を通じた新しい地域と社会の構築（総務省重点施策 2021）（令和２年９月

30 日） 

● 自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画（令和２年 12 月 25 日） 

 

都の情報政策 

● 東京都 ICT 戦略（2017 年 12 月） 

● 重点政策方針 2019（2019 年７月） 

● 「３つのシティ」の実現に向けた政策の強化（2020 年度）～2020 年に向けた実行プ

ラン（2020 年１月） 

● スマート東京実施戦略 東京版 Society5.0 の実現に向けて（2020 年２月） 

● 「未来の東京」戦略ビジョン（2021 年３月）  



                           西東京市地域情報化方針《重点》 

23 

  参考資料 

実用化されている主な技術 

 

● 公衆無線 LAN （Wi-Fi）* 

● RPA*（Robotic Process Automation） 

● AI*-OCR*（光学的文字認識） 

● オープンデータ* 

● 自治体クラウド* 

● ソーシャルメディア*、LINE* 

● デジタルサイネージ*（電子看板） 

● マイキー*、マイナンバー*カード* 

● チャットボット* 

● AI*（Artificial Intelligence：人工知能） 

● ビッグデータ* 

● 災害対策用移動通信機器 

● VR（Virtual Reality ：仮想現実、バーチャルリアリティ） 

● AR（Augmented Reality ：拡張現実） 

● IoT*、IoT2.0（Internet of Things：モノのインターネット） 

● GIS（Geographic Information System：地理情報システム） 

● ロボット 

● ロボットスーツ（運動補助、重労働支援、介護支援） 

● IC タグ* 

● ブロックチェーン* 

● 電子決済（QR 決済含む） 

● ドローン* 

● 自動翻訳*（多言語音声翻訳） 

● ウエアラブル端末（スマートウォッチ、スマートグラスなど） 

● ITS*（Intelligent Transport Systems：高度道路交通システム） 

● 画像認識（文字認識、顔認識、指紋認識など） 

● DX（Digital Transformation：デジタル・トランスフォーメーション） 
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  用語解説 

 

AI（人工知能）･･･ Artificial Intelligence。学習・推論・認識・判断などをコンピュータ

に行わせる技術 

 

IC タグ･･･無線で情報の読み出しや書き込みが可能な小型のチップ 

 

ICT･･･ Information and Communication Technology。情報と通信に関する技術の総称 

 

IoT･･･ Internet of Things（モノのインターネット）。様々なモノ（物）がインターネッ

トに接続され、相互に制御する仕組み 

 

ITS･･･ Intelligent Transport Systems（高度道路交通システム）。IT を利用して交通の

輸送効率や快適性の向上に寄与するシステム 

 

KPI･･･ Key Performance Indicator。重要業績評価指標 

 

LINE･･･ LINE 株式会社が提供する無料通話アプリ。インターネットを介して音声通話やチ

ャットができる 

 

OCR･･･ Optical Character Recognition（光学的文字認識）。活字を読み取って文字コード

に変換する装置 

 

PDCA･･･Plan Do Check Act。計画・実行・評価・改善の４段階を繰り返しながら行う業務

改善 

 

RPA･･･ Robotic Process Automation（ロボティック・プロセス・オートメーション）。 

    オフィスワークをパソコンの中にあるソフトウェア型のロボットが代行・自動化

する技術 

 

５Ｇ･･･ 第五世代移動通信システムの略称で、携帯電話などの通信に用いられる次世代通

信規格のひとつ 

 

オープンデータ･･･ 機械判別に適したデータ形式で、二次利用可能な利用ルールで公開さ

れたデータ 
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クラウド･･･ インターネットを経由して行われるコンピュータ資源のサービス 

 

公衆無線 LAN（Wi-Fi）･･･ 無線 LAN を利用したインターネットへの接続を提供するサー

ビス。Wi-Fi は無線 LAN の規格のひとつ 

 

自動翻訳･･･ コンピュータが自動的に行う言語の翻訳 

 

ソーシャルメディア･･･ インターネットを利用して利用者が情報を発信し、または相互に

情報をやりとりするメディア 

 

チャットボット･･･ 人工知能（AI）を活用した自動会話プログラム。チャット（会話）と

ボット（ロボット）を組み合わせた造語 

 

デジタルサイネージ･･･ Digital Signage（電子看板）。液晶ディスプレイや LED を用いた

表示装置で映像や文字を表示する情報・広告媒体 

 

デジタル・トランスフォーメーション･･･ Digital Transformation（DX）。IT の浸透が、

人々の生活をあらゆる面で良い方向に変化させること 

 

ドローン･･･ 無人で遠隔操作や自動制御によって飛行できる航空機の総称 

 

ナレッジデータベース･･･ 組織の「知識」を可視化してデータとして蓄積し、検索可能な

状態にしたデータベース 

 

ビッグデータ･･･ 通常の処理で扱うことが困難な巨大で複雑なデータの集合 

 

ブロックチェーン･･･ ネットワークに接続した複数のコンピュータによりデータを共有す

ることでデータの耐改ざん性・透明性を実現すること 

 

マイキー･･･ マイナンバーカードの IC チップの空きスペースと公的個人認証の部分で、

国や地方公共団体といった公的機関だけでなく、民間でも利用できるもの 

 

マイナンバー･･･ 個人番号。個人の識別番号として住民に指定される１２桁の番号 

 

マイナンバーカード･･･ マイナンバーが記載された顔写真入のプラスチック製のカード。

個人番号カード。 
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